
近
世
後
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
諸
問
題

234

梅

津

保

一

近
世
後
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
統
制
は
､
寛
政
四
年
の
大
石
田
川
船
方

役
所
-
幕
府
に
よ
る
最
上
船
の
直
差
配
の
設
置
を
起
点
と
し
て
い
る
.
寛
政
四

年
以
前
の
川
船
差
配
役
に
変

っ
て
設
置
さ
れ
た
大
石
田
川
船
方
役
所
は
'
横
山

51
E

晴
男
氏
が
指
敵
し
て
い
る
よ
う
に
'
最
上
船
持

･
諸
商
人
の
代
表
た
る
大
石
田

河
岸
荷
問
屋
を
船
方
惣
代
目
御
用
達
と
し
て
最
上
川
水
運
の
統
制
に
当
り
､
最

上
船
拝
の
掌
握

･
酒
田
船
方
と
の
協
定

･
隠
荷
の
廃
除

･
大
名
手
船
の
統
制
を

ど
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
､
領
主
荷
お
よ
び
商
人
荷
輸
送
の
円
滑
化
を
図
-
㌧

温
乱
し
た
最
上
川
水
運
の
秩
序
を
再
建

･
強
化
す
る
こ
と
に
重
要
を
役
割
を
果

し
た
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
'
横
山
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
を
ふ
ま
え
､
幕
府
直
差
配
下
に
展
開
し

た
領
主
荷
輸
送
お
よ
び
商
人
荷
輸
送
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
分
析
を
通
し
て
､
近

世
後
期
に
至

っ
て
最
上
川
水
運
が
ど
の
よ
う
に
発
展

･
変
化
す
る
か
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
試
み
た

一
つ
の
作
業
で
あ
る
｡

最
上
川
水
運
は
､
領
主
荷
-1
幕
藩
の
年
貢
米
と
商
人
荷
の
輸
送
に
利
用
さ
れ

た
が
'
商
人
荷
輸
送
は
､
領
主
荷
と
-
に
城
米
日
幕
府
直
轄
領
の
年
貢
米
輸
送

を
低
運
賃
で
請
負
う
代
償
と
し
て
特
権
的
に
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た

め
最
上
川
水
運
の
最
上
船

･
酒
田
船
は
'
領
主
荷

･
商
人
荷
の
区
別
夜
-
共
に

ひ
ら
た

同

一
の
｢
膳

船

｣
で
あ
り
､
城
米

･
私
領
米

･
商
人
荷
と
い
う
幕
藩
制
的
輸
逮

秩
序
に
従

っ
て
通
船
し
た
｡
こ
の
外
私
領
手
船
が
あ
-
'
私
領
米
輸
送
に
の
み

当

っ
た
が
､
町
船
-1
最
上
船

･
酒
田
船
の
経
営
を
圧
迫
す
る
と
い
う
こ
と
で
近

世
初
頭
以
来
種
々
の
問
題
を
う
み
だ
し
て
い
る
｡
手
船
を
所
有
し
た
藩
は
､
新

庄
藩

･
米
沢
藩

･
佐
倉
藩
な
ど
数
藩
で
あ
る
｡
城
米
の
輸
送
に
は
最
上

･
酒
田

の
両
船
が
半
々
ず
つ
当

っ
た
が
､

そ
の
代
償
と
し
て
許
さ
れ
る
商
人
荷
輸
送

は
､
｢通
船
定
法
｣
に
依

っ
て
通
船
し
て
い
た
｡

ま
た
私
領
米
の
雇
船
に
も
最

上

･
酒
田
の
両
町
船
が
半
々
に
当

っ
た
｡
商
人
荷
輸
送
に
関
す
る

｢通
船
定

法
｣
の
変
遷
を
図
示
す
れ
ば
次
の
如
-
に
を
る
O



Ⅰ

享

保

七

年

以

前

一
古
法

(大
石
田
仲
継
運
送
)

④

入
札
冥
加
金
制
に
よ
る
差
配
役
制

(明
和
三
-
寛
政
三
年
)

三
､
幕
府
直
差
配
の
時
期

(寛
政
四
-
明
治
五
年
)

Ⅱ

享
保
八
-
延
享
三
年

一
新
法

(上
下
入
会
運
送
)

最
上
川
船
の
差
配
形
態
の
発
展

･
変
化
に
関
し
て
は
'
村
山
地
方
の
商
品
生

産

･
流
通
の
発
展
と
幕
府
の
経
済

･
交
通

(大
石
田
)

班

延
享
四
-
明
治
五
年

-
新
法
改
正

(片
運
送
)

(大
石
田
)

(↓
最
上
船

-
-
l
酒
田
船
)

(2
)

(3
)

右
図
の

｢通
船
定
法
｣
(Ⅰ
･
Ⅱ
･
Ⅱ
)
と
最
上
川
船
の
差
配
形
態
か
ら
最

上
川
水
運
の
発
展
段
階
を
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
､

享
保
八
年
に
成
立
し
た
酒
田
川
船
差
配
役
制
の
方
は
､
明
治
五
年
ま
で
存
続
し

て
い
る
.

二

大
石
田
河
岸
の
独
占
請
負
差
配
制
の
時
期

(寛
文

･
元
緑
-
享
保
七
年
)

-

Ⅰ

二
､

川
船
請
負
差
配
役
制
度
の
時
期

①

上
郷

(最
上
)
･
酒
田
差
配
役
制

(享
保
八
-
延
享
三
年
)-
Ⅱ

④

上
郷

･
大
石
田
連
合
差
配
役
制

(延
享
四
-
宝
暦
九
年
)

③

年
季
請
負

･
冥
加
金
制
に
よ
る
差
配
役
制

(宝
暦
十
-

明
和
二
年
)

～_ J
l
Ⅱ

第 1表 (A) 村山郡城米量 ･川下げ時期 ･船数 (寛政元年)

川下げ期間 H 酒 田 船 !最 上 船 1 計 Lil般平均

腹
の
封
封

9
6
0

1
1
1

俵

H
Lo
/射

9
9
9

2
1
3

1
0
7

5
4
1

腺
D
,C.l射

9
7
.2

怯

LwJo1.J.恥

(∠
5
5

つ山6
4

4
8
6

2
1

48,339(188)匝 875(457 )
60,536(269)

)

-ヽ
-ヽノ

7
8
9
1

.

4
･5
･⑥

一
t
一

1
2
6

(∠
2
1

3
4
5

(
/_＼(

番

番

番

l
つ
山
3

(註)⑥は閏6月を示す｡天明9(寛政元)年 ｢御城米御私領向船帳｣
(山形大学附属図書館二藤部文書)より作成｡

政
策
と
の
対
応
関
係
に
着
目
し
て
明
ら
か

(4
)

に
さ
れ
た
横
山
氏
の

1
連
の
研
究
が
あ
る

の
で
､
こ
こ
で
は
近
世
後
期
に
お
け
る
最

上
川
水
運
が
延
享
四
年
に
改

正
さ

れ

た

｢通
船
定
法
｣
(
Ⅱ
)
を
原
則

と
し
て
い

る
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
O
す
な

わ
ち
､
最
上
船
は
下
り
荷
､
酒
田
船
は
登

り
荷
の
輸
送
に
当
り
'
酒
田
船
が
帰
り
に

最
上
産
物
を
積
む
こ
と
'
最
上
船
が
帰
-

に
酒
田
荷
物
を
積
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
た

の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
酒
田
船
は
城
米

･

私
領
米
輸
送
-
川
下
げ
も
行
う
の
で
両
運

送
と
な
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
最
上
船
は
全

-
の
片
運
送
と
な
る
の
で
'
延
享
四
年
､

Ⅱ
の

｢通
船
定
法
｣
を
決
定
す
る
際
､
最

上
船
に
限

っ
て
城
米

･
私
領
米
運
賃
の
五

(5
)

厘
増
と
し
た
の
で
あ
る
｡
か
か
る
商
人
荷

の
片
運
送
は
､
寛
政
四
年
に
成
立
し
た
幕

府
直
差
配
制
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
夜
か
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第 1蓑 (8) 村山都城米量 ･川下け時期 ･舶数 (寛政元年)

代 官 所 的 時 期 Ⅰ 酒 田 船 】Ⅱ最上船 計 (Ⅰ+Ⅱ)l
7,060位 (26戯)4,602 (18 ) %SBo7位摘親日 18恩 義E34言攻,'

6,425 (24 )ち,611 (23 ) 5,704 (22 )6,∞3 (23 ) 12,129 (46 )ll,614 (46 )

5,300 (20 )5.054 (20 ) 猫 用 3 1号:完… 日 吉 ∃1,435 ( S ) 4,085 (15 )

弟柏 左将門 代 官 所 ≡i 1番 (3.26-4.1)】(長 瀞 御 料) Lj 番 (4.28-5.9) 2,650 (10 )
F 1,727 ( 7 ) 1,315 ( 4 ) 3,042 (ll )

鈴木審左椅門 代 官 所(尾 花 沢 御 料) 1番.(4.1-4.7)2番 (4.22-5.18) 2,650 (10 ) 4,120 (16 ) 6,770 (26 )f 4,025 (16 ) 787 ( 3 ) 4,812 (19 )

ユ 嘩 昭 霊 Eヨ:223二喜..23∃ーW 示 訂 て JT 2,771 (10 ) 5,751 (21 )1,512 ( 6) 1,812 ( 7 ). 3,324 (13 )

】F 3番 (5.16-㊨.9) 10,940 (78 ) 6,454 (24 )l 17,394 (102 )

(註)㊥は閏6月を示す｡天明9 (寛政元)年 ｢御城米御私餌内船帳｣ (山形大学附属図番麟蔵二藤部文番)よ1)作成｡

っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
点
を
念
頭

に
お
い
て
'
ま
ず
幕

府
直
差
配
直
前
の
城

米

･
私
領
米
の
川
下

げ
の
実
態
を
み
て
み

よ
う
｡
第
1
表
④

･

⑱
は
､
寛
政
元
年
の

羽
州
村
山
郡
城
米
最

上
川
下
げ

(酒
田
湊

ま
で
)
の
時
期

･
数

量

･
延
船
数
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
｡
こ

の
表
か
ら
､
3
番
川

下
げ
に
わ
た

っ
て
総

量

一
〇
八
､
八
七
五

俵
が
川
下
げ
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
3

番
川
下
げ
の

一
般
平

均
積
載
量
が
1
･
2

番
に
比
し
て

一
七

一

俵
と
減
じ
て
い
る
の

は
'
最
上
川
の
渇
水

期
に
か
か
る
た
め
で
あ
る
｡
幕
府
と
し
て
は
'
酒
田
湊
か
ら
の
海
上
輸
送
の
関

(6
)

係
も
あ
っ
て
1
･
2
番
で
川
下
げ
を
完
了
し
た
い
の
で
あ
る
が
､
川
船
数
に
制

約
さ
れ
て
3
番
川
下
げ
に
及
ん
で
い
る
.
3
番
川
下
げ
は
積
載
量
を
減
ら
さ
ね

ば
な
ら
ず
'
そ
れ
だ
け
城
米
輸
送
に
長
期
間
従
事
と
在
る
O
と
-
に
最
上
船
は

酒
田
船
と
違

っ
て
前
述
し
た
よ
う
に
､
片
運
送
の
上
､
船
数
も
少
な
い
の
で
､

利
の
あ
る
商
人
荷
輸
送
が
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
に
覆
る
｡
そ
こ
で
3
番
川
下
げ
の

最
上
船
積
受
分
は
､
酒
田
船
の
2
番
川
下
げ
の
余
-
船
が
代
船
し
て
い
る
の
で

あ
る
.
す
夜
わ
ち
､
3
番
川
下
げ
に
残
さ
れ
た
城
米
量
は
'
酒
田
船
分
六
､
九

二

一
俵
'
最
上
船
分

一
〇
㌧
四
七
三
俵
､
計

一
七
､
三
九
四
俵
で
あ
る
が
'
最

上
船
分

一
〇
､
四
七
三
俵
の
内
四
､
〇
一
九
俵

(三
八

･
四
労
)
は
'
酒
田
代

船
で
川
下
げ
し
た
の
で
あ
る
｡

か
か
る
酒
田
代
船
に
よ
る
川
下
げ
は
､
城
米
の
3
番
お
よ
び
私
領
米
の
川
下

げ
に
多
く
見
ら
れ
る
｡
私
領
米
川
下
げ
は
城
米
と
同
じ
-
'
最
上

･
酒
田
両
船

が
半
々
ず
つ
川
下
げ
す
る
規
定
で
あ
る
が
､
最
上
船
分
の
ほ
と
ん
ど
が
酒
田
代

船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
｡
第
2
表
は
､
最
上

･
酒
田
両
船
雇
に
よ
る
最
上

川
流
域
諸
藩
年
貢
米
=
蔵
米
の
川
下
げ
時
期

･
数
量
を
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
｡
米
沢
藩
お
よ
び
新
庄
藩
が
手
船
を
所
有
し
て
お
-
手
船
に
よ
る
川
下
げ
分

も
あ
る
の
で
､
私
領
米
の
川
下
げ
総
量
は
知
-
得
な
い
.
と
も
あ
れ
､
寛
政
元

年
の
雇
船
に
よ
る
私
領
米
の
川
下
げ
は
､
九
月
下
旬
か
ら
冬
に
か
け
て
行
わ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
｡
私
領
米
は
城
米
川
下
げ
の
直
後
に
川
下
げ
す
る
規
定
で
あ

る
が
､
城
米
川
下
げ
が
長
び
い
て
渇
水
期
に
か
か
る
こ
と
と
七
月
に
は
海
船
が

(7
)

帰
帆
す
る
の
で
､
止
む
な
-
秋

･
冬
下
し
と
覆

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
O

(8
)

寛
政
三
年
に
米
沢
津
が
手
船
の
増
進
願
を
行
を

っ
て
い
る
が
､
前
記
の
よ
う
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第 2表 雇船による私領米最上川下げ量 (寛政元年)

注 ( )は船数,不は不明,天明9 (寛政元)年 ｢御城米御私領向船帳｣

(山形大学附属図書館蔵二藤部文書) より作成｡

な
輸
送
体
制
に
対
す
る

一
つ
の
抵
抗
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
願
書
の
主
旨

は
'
近
年
最
上
船
の
不
足
に
よ
っ
て
年
間
六
～
七
'
〇
〇
〇
俵
の
川
下
げ
雇
船

に
困
り
､
止
む
夜
-
酒
田
払
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

'
そ
の
た
め
江
戸
屋
敷
用

米
に
差
し
支
え
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
t
と
-
に
今
後
三
万
俵
余
を
川
下
げ
す

る
計
画
が
あ
る
が
､
八
～
九
へ
〇
〇
〇
俵
は
雇
船
､
残
り
は
手
船
道
立
に
よ
る

川
下
げ
以
外
に
方
策
が
な
い
｡
ま
た
近
年
幕
府
の
上
知
等
に
よ
-
村
山
郡
の
幕

府
直
轄
領
が
五
万
石
余
増
え
た
こ
と
や
置
賜
郡
屋
代
郷
の
城
米
を
荒
浜
出
し
か

ら
酒
田
湊
出
し
に
変
え
た
こ
と
か
ら
城
米
川
下
げ
量
が
増
大
し
'
雇
船
に
よ
る

私
領
米
の
川
下
げ
が
困
難
と
な

っ
た
｡
そ
れ
で
新
た
に
手
船
二
〇
捜
増
船
し
た

い
と
い
う
の
で
あ
る
.

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
'
川
船
の
減
少
は
､
城
米
輸
送
の
長
期
間
従
事
l
商

人
荷
輸
送
の
制
約
↓
船
持
経
営
困
難
1
川
船
の
減
少
と
い
う
悪
循
環
を
招
-
忠

れ
が
あ
る
｡
そ
こ
で
最
上
船
の
発
想
と
し
て
'
城
米
の
3
番
川
下
げ
お
よ
び
私

領
米
川
下
げ
は
酒
田
船
の
余
-
船
を
代
船
す
る
方
式
を
取

っ
た
の
で
あ
る
｡
ま

た
川
船
の
減
少
は
'
私
領
米
川
下
げ
を
も
圧
迫
し
て
い
る
.
こ
れ
に
対
し
米
沢

藩
は
､
手
船
増
進
願
を
も

っ
て
抵
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
川
船
の
減
少
は
､
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
寛
政

三
年
十
月
､
尾
花
沢
代
官
所

へ
召
集
さ
れ
た
村
山
郡
中
商
人
惣
代
は
'
享
保
年

間
以
後
の
最
上
船
減
少

(第
3
表
参
照
)
の
理
由
と
し
て
､
次
の
諸
点
を
指
摘

(9
)

し
て
い
る
｡

第

1
に
宝
暦
五
年
の
大
凶
作
に
よ
っ
て

｢村
山
郡

一
統
困
窮
仕
'
田
畑
手
入

モ
行
届
兼

(中
略
)
出
生
ノ
諸
物
モ
不
足

二
罷
成
､
勿
論
取

(船
カ
)
持
ノ
モ

ノ
ド
モ
衰
微
仕
'
追
年
船
不
足

二
罷
成
､
当
時
漸
ク
百
肢
位
ナ
ラ
デ
無
御
座
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第 3表 最 上 船 数 の 変 化

(摘 副 (是 2金俵蓋) 巨 J;城糊 高 畑 (摘 議 絵 計 ‡ 備 考

1 元線16年2 享保6年3 宝暦11年' 136扱1337 128&8168 ;o:…俊 …;打 …峻 …≡般 ≡…≡;三 ほかに上納 2..5&

(註) 1,2 ｢最上川船雑記｣ (山形大学附属図書麟蔵二藤部文書)

3 宝暦11年 ｢御巡見様御下向こけ御案内手控綬｣(同 上)

6,7,8 嘉永2年 ｢船方願書朝｣ (同 上)

LI,5 『北村山都史』下巻 P.633

候
｣
と
怒

っ
た
｡

第
二
に
近
年
廻
米
高
が
格
別
増
加
し
'
そ
の
川
下
げ
が
正
月
上
旬
よ
-
五
月

下
旬
ま
で
か
か
り
'
そ
の
後
私
領
米
川
下
げ
中
に
水
滑
れ
と
な
る
O
十

1
月
上

旬
に
は
雪
の
た
め
通
船
不
能
と
覆
る
｡
従

っ
て
商
諸
荷
物
往
返
運
送
は
､

一
年

に
わ
ず
か
八
月
～
十
月
の
三
ケ
月
間
し
か
で
き
を
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

第
三
に
､
以
上
の
よ
う
を
運
送
の
状
態
で
は
､
船
が
せ
-
合
い
､
運
賃
次
第

と
怒
り
船
会
所
に
乞
船
し
て
も

容
易
に
差
し

向
け
て
-
れ
な
い
｡

そ
の
た
め

｢村
山
郡
ノ
儀

ハ
酒
田
湊

1
方
ロ

ニ
テ
売
買
仕
候
間
､
右
湊
之
諸
相
場
ヲ
聞
合

せ
村
山
郡

ハ
産
物
買
集
差
下
｣
し
て
も
､
積
後
れ
た
も
の
は
相
場
は
ず
れ
と
覆

り
多
大
の
損
失
と
な
る
｡
ま
た
前
運
賃
を
受
け
取

っ
て
い
夜
が
ら
船
を
出
さ
ず

に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
､
結
局
運
賃
増
額
と
を
-
困
窮
す
る
と
い
-
の
で

あ
る
.
さ
ら
に
'
現
行
の
川
船
差
配
役
に
は
大
き
を
徳
分
も
な
い
こ
と
か
ら
､

自
然
船
割
に
不
公
平
が
生
じ
､
薗
荷
物
を
ど
を
積
受
け
ら
れ
な
い
船
も
出
る
.

従

っ
て
近
年
の
よ
う
を
米
穀
下
値
の
時
代
に
お
い
て
は
､
城
米

･
私
領
米
だ
け

を
積
下
げ
し
て
も
船
頭

･
水
主
の
給
金
に
も
足
ら
ず
､
過
半
は
損
失
と
な
る
｡

そ
こ
で
商
荷
物
の
積
下
げ
を
L
に
は
船
拝
の
相
続
が
不
可
能
で
あ
る
と
訴
え
､

年
季
請
負
差
配
役
制
度
の
現
実
に
お
け
る
根
本
的
な
欠
陥
を
指
赦
し
､
最
上
船

数
の
増
加
'
船
差
配
の
公
平
お
よ
び
商
人
荷
物
輸
送
の
円
滑
化
を
要
求
し
て
い

る
｡
最
上
船
減
少
の
直
接
的
な
理
由
は
､
天
明
期
の
凶
作
に
伴
う
穀
留
に
よ
-

(10
)

一
時
的
で
あ
れ
商
人
荷
通
船
が
激
減
し
た
こ
と
に
あ
る
が
'
そ
れ
に
拍
車
を
か

け
た
の
は
川
船
差
配
の
欠
陥
で
あ

っ
た
｡

238



第4表 (A) 舟 方 勘 定 (5人釆七兵衛船の場合)

輪 送 瀬 番 1番 (灰塚培) 2番 (柴樵暁) 3番 (上卵, 卜者(大石■田横)l5番 (上谷鵬 )

品 目 城米 350俵 城米 325俵 両 帝 I 商 荷新庄藩米 350倍

■① 通 貨 21位(-銭31〆80文) I20位3升7台(=銭29′748文) 金7両2歩銭1′445文 金4両3渉銭1′445文 22俵2斗9升S合(=銭30′356文)

㊨請AA 上 下 飯 米上 下 小 近目切 .石切味 吋堤+茶 十 誓280701.096 8.9128.925..8.9609 1 76070 j 金2歩 行 10.BOO金2歩 9.0151.0 8 36028070た ば こ鍛治畠へ払 315185 225 2251.096

大 工 へ 払錬 1.065l 2.000

Fi ん と 2.550 350真 綿

上 納 金 1.096 1.096 1.096

水 玉 姶 金3歩 960 金3妙 960 金3辞 960 金336 960 金3歩 960

舟 代 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

計 金3歩 27.307 金3歩 32.600 I金1両l急 008 ㌢Slk l7.543 金1両1歩26.589

徳介 11,812十7.527ニ19.339

外二登 ])運賃練金2架 (-787文)

計 20′126文････-堰)

規分 695+7.562十4.083-12〆334文･--㊨

◎-◎ニ7〆792文
船主介 (7分6)6〆678文
船頭分 (7分1)1〆113文

(孝和2年 ｢舟方勘定捷｣,山形大学附属図書館哉二藤部文沓よt)作成)
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≡

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
を
領
主
荷

･
商
人
荷
輸
送
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
'
寛
政

四
年
以
降
の
幕
府
直
差
配
制
に
お
い
て
'
ど
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

か
｡
ま
ず
城
米

･
私
領
米
輸
送
に
つ
い
て
は
､

一
㌧
御
廻
米
之
儀
'
御
料
所
向
々
よ
-
右
高
通
達
次
第
惣
御
米
高
取
調
最
上

船

･
酒
田
船
半
々
二
割
合
船
差
向
申
候
､
(中
略
)

私
領
用
米
之
儀
も
同

(ll
)

様
取
斗
申
候

と
あ
る
よ
う
に
'
最
上

･
酒
田
の
半
々
積
を
確
認
し
､
代
船
制
は
原
則
と
し
て

禁
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
城
米
輸
送
終
了
後
の
私
鯨
米
と
商
人
荷
輸
送

に
つ
い
て
は
'

一
'
私
領
米
州
下
之
節
商
人
荷
物
込
合
候
得
は
､
前
々
仕
釆
之
通
惣
船
数
之

(12
)

内
私
儀
六
分

･
商
人
荷
物
方
江
四
分
通
舟
差
向
釆
候

と
し
'
幕
府
直
差
配
以
前
の
私
領
米
七
五
労
､
商
人
荷
二
五
労
に
比
べ
､
商
人

荷
が
四
〇
労
と
な
り
'
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
O

(13
)

さ
ら
に
幕
府
は
､
天
明
元
年
以
来
の
廻
米
強
化
方

針

を

実
現
す
る
た
め
に
､

輸
送
手
段
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
.
す
夜
わ
ち
､
寛
政
五
年
､
大
石
田
川

船
方
役
所
は
'
最
上
船
頭
の
不
正
を
戒
飯
し
､
商
人
に
手
船
造
立
を
勧
め
る
と

(14
)

共に

､

合
替
船
四
人
乗
船
を
五
人
乗
船
に
造
-
番
え
る
こ
と
を
奨
励
し
た
の
で

(15)

あ
る
｡

(16
)

第
3
表
か
ら
'
城
米
船
高
が
寛
政
期
か
ら
文
化
期
に
か
け
て

一
八

･
六
舷
増

第 4表 (B) 舟 方 勘 定 (4人乗松右衛門船の場合)

輸 送 願 番 1番 (三河敢) 2番 (柏倉按) 3番 (上- ) 巨 番 (大石田釦 1 5番 (栽-

品 目 城米 260位 城米 220俵 商 荷 一 面 荷 巨 浦藩米 242位

① 運 賃 15位2斗2升5合(-銭 23′100文) 15俵1斗4升5合(-銭 22′776文)(-聖'uS*g*2望ff533 3&732:2芸1.kg63文摩 /808文)

㊥ 諸 経 費 金 3歩銭25/311文 金 3歩銭19′961文 金孟2*i,8%文 i 金事 三二~三｢if:I6-2T
線分 11.227十4.834-16.061

外三菱 I)適質徳金 2栄 (-銭787女)

計 16/848文-･･････㊥

損介 6.921+1.895十6.364-15〆180文---㊨

船主分 (6分5)1′390文

船頭舟 (6分1) 278文
⑨-④=1〆668文

(孝和2年 r舟方勘定樺｣,山形大学附属図番虎歳二穣部交番 より作成)
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(17
)

加
し
､
城
米
川
下
げ
中
三
難
所
番
船
を
勤
め
る
三
人
乗
も
八
線
増
加
し
て
S
,る

こ
と
が
わ
か
る
.
城
米
輸
送
に
当
る
五
人
乗

･
四
人
乗
船
に
つ
い
て
い
え
ば
'

寛
政
期
か
ら
文
化
期
に
か
け
て
､
五
人
乗
が
四
十
四
肢
増
え
､
逆
に
四
人
乗
が

三
十
七
線
滅
と
な

っ
て
い
る
.
か
か
る
変
化
は
'
幕
府
に
よ
る
新
造
船

･
合
替

奨
励
策
の
反
映
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
輸
送
体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
｡

文
化
期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
'
川
船
数
が
激
減
し
て
い
る
が
､
い
か
覆
る

事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
ず
幕
府
直
差
配
下
に
お
け
る
船
符
の
経
営

分
析
か
ら
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
｡
第
4
麦

価･
⑬
は
'
享
和
二
年
の
舟

方
勘
定
で
あ
る
が
､
城
米

･
私
領
米
輸
送

が
い
ず
れ
も

赤
字
で
あ
り
'
商
人

荷
輸
送
の
穂
分
に
よ

っ
て
こ
の
赤
字
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
領

主
荷
を
低
運
賃
で
輸
送
し
'
商
人
荷
輸
送
で
経
営
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
ま
さ

に
幕
藩
制
的
輸
送
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
O
先
に
み
た

寛
政
元
年
の
如

く
､
城
米
輸
送
が
3
番
に
及
ぶ
よ
う
を
こ
と
が
あ
れ
ば
'
経
営
困
難
に
怒
る
こ

と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
｡
ま
た
商
人
荷
が
減
少
し
て
も
経
営
困
難
と
怒
る
Q

文
化
九
年
か
ら
文
政
十
三
年
ま
で
は
､
倹
約
令
の

一
環
と
し
て
､
城
米
運
賃

(18
)

(19
)

が
二
割
引
さ
れ
'
そ
の
上

｢当
村
山
郡
去
ル
文
政
七
申
以
来
累
年
連
作
｣
に
覆

っ
た
た
め
､
商
人
荷
が
減
少
し
た
o
商
人
荷
の
中
で
も
と
-
に
蓄
し
い
減
少
を

示
す
の
は
'
近
世
中
期
ま
で
商
人
荷
の
大
宗
で
あ

っ
た
米
穀
で
あ
る
｡
す
夜
わ

ち
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
が
指
摘
し
て
い
る
如
-
'
化
政
期
以
降
へ
紅
花
を

ど
の
農
村
加
工
業
の
展
開

･
地
域
的
分
業
の
形
成
-1
郡
内
に
お
け
る
米
穀
市
場

の
展
開
'
さ
ら
に
私
領
米
が
地
払
制
か
ら
酒
田
払
制

へ
切
り
か
え
ら
れ
た
こ
と

か
ら
'
商
人
米
の
郡
内
流
通
が
盛
ん
と
を
-
'
川
下
げ
は
減
少
し

た

の

で
あ

る
｡
商
人
荷
の
減
少
に
よ

っ
て
'
最
上
船
の
潰
船

･
休
船
が
増
え
'
早
-
も
'

幕
府
直
差
配
は
危
機
に
直
面
し
た
｡
文
政
十
三
年
の
城
米
高
九
万
俵
余
の
内
､

最
上
船
割
当
の
城
米
高
四
万
五
千
俵
余
を
川
下
げ
す
る
に
は
'
最
上
船
数
減
少

の
た
め
3
番
川
下
げ
に
及
ぶ
の
で
､
酒
田
船
の
2
番
川
下
げ
余
り
船
で
代
船
し

(20
)

て
い
る
｡
し
か
し
､

代
船
方
式
に
は

限
度
が
あ
-
'

城
米
輸
送
に

当
る
五
人

第 5表 天保 2年城米最上川下げ方式

城米高 9万俵 一 酒田船 4万 5千俵 ･最上船 4万 5千俵

最上船数82腹 - 5人釆16捜 ･4人乗57線 ･休船 9線

(炎5人乗43捜 ･4人乗30般 ･休船 9腹)

(荏)※印は,最上船株が設置された場合｡

慕永 2年 ｢船方願書留｣ (山形大学附属図書館蔵二藤

部文書)より作成｡
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乗

･
四
人
乗
船
の
減
少
を
食
い
止
め
る
必
要
が
最
上
船
持
層
の
切
実
を
問
題
と

覆

っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

天
保
二
年
'
最
上
船
持
層
は
､
城
米
輸
送
に
当
る
最
上
船
五
人
乗

･
四
人
乗(21

)

船
の
船
数
を
定
め
'
次
の
よ
う
を
議
定
を
定
め
最
上
船
株
設
置
願
を
行

っ
た
O

す
夜
わ
ち
'
現
行
の
船
数
で
は

(第
5
表
参
照
)
､

｢五
千
俵
余
三
番
川
下
二
相
成
､
其
内
御
積
立
日
後
等
茂
有
之
'
渇
水

二
相

成
候
得
者
弥
以
積
口
減
米
仕

(中
略
)

海
船
御
廻
シ
方
茂
自
然
卜

日
後
顧

成
'
御
上
様
御
不
便
も
不
少
､
(中
略
)
其
上
三
番
川
下
二
相
成
候
得
バ
六

月
下
旬
迄
茂
御
川
下
仕
'
酒
田
湊
波
方
相
済
､
帰
帆
ノ
節
は
七
月
下
旬
と
な

り
漸
-
大
石
田
河
岸
着
仕
候

二
付
'
商
人
荷
物
川
下
方
茂
右

二
准
ジ
日
後
罷

成
難
渋

(中
略
)
尤
株
船
之
趣
意
最
上
船
之
義
商
人
荷
物
川
下
之
運
賃
乱
益

以
御
用
船
相
勤
釆
候
処
､
年
柄
こ
よ
-
商
人
荷
物
川
下
多
分
御
座
候
節

ハ
新

規
造
立
船
追
々
出
来
､
川
下
荷
物
不
足
二
相
成
候
得
者
仕
当
合
兼
候

二
付
'

(22
)

休
船
渡
船
奉
願
供
様
罷
成
'
自
然
御
川
下
御
差
支

二
相
成
｣

る
の
で
､
五
人
乗

･
四
人
乗
船
株
設
置
願
を
川
船
方
役
所

へ
差
し
出
し
た
の
で

あ
る
｡
川
船
の
増
減
が
商
人
荷
高
の
多
少
に
左
右
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
点
に

(23
)

注
意
し
た
い
.
議
定
の
内
容
は
､

①

天
保
二
年
十

一
月
現
在
の
最
上
船
数
は
八
二
般
'
内
休
船
九
般

･
残

船
七
三
般

(
五
人
乗

一
六
線

･
四
人
乗
五
七
般
)
で
あ
る
が
､
三
年
計

画
で
四
人
乗
五
七
鹿
の
内
二
七
娘
を
五
人
乗
に
合
香
し
､
休
船
九
舷
は

合
替

･
潰
船
勝
手
次
第
と
し
､
船
数
八
二
舷
を
株
船
と
定
め
る
｡

④

休
船
の
内
漁
船
願
の
分
は
､株
の
み
残
し
､新
造
船
に
船
名
前
を
譲
る

③

川
船
冥
加
永
は
'
三
人
釆

･
四
人
乗
は
現
行
通
-
上
納
し
､
五
人
乗

は
今
後
造
-
替
え
の
時
か
ら

1
ヶ
年
冥
加
永

1
貫
文
上
納
す
る
｡

④

向
船
は
四
人
乗

･
五
人
乗
の
差
別
を
行
わ
を
い
.

㊥

船
株
が
定
ま

っ
た
ら
､
こ
れ
以
外
の
新
規
造
船
は
認
め
な
い
｡

と
い
う
の
で
あ
る
.
翌
天
保
三
年
五
月
､
こ
の
議
定
通
-
最
上
船
株
の
成
立
を

み
る
｡
最
上
船
株
定
数
八
二
腹

(内
休
船
九
捜
)
の
う
ち
､
大
石
田
河
岸
は
四

九
舷
､
対
岸
横
山
河
岸
は
二
〇
腹
､
計
六
九
捜

(八
五
労
)
を
両
河
岸
で
占
め

(24
)

て
い
る
.
な
お

､最
上
船
株
設
定
以
後
に
お

け
る
各
船
持
の
持
船
数
は
､第
6
表

の
通
-
で
あ
る
｡
大
石
田
船
特
は
､
ほ
と
ん
ど
が
河
岸
荷
問
屋
と
兼
業
し
て
か

(25
)

-
'
他
の
船
持
を
圧
倒
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
船
持
商

人
は
､
川
船
減
少
に
よ
る
商
人
荷
輸
送
の
制
約
を
排
除
し
'
城
米
輸
送
の
円
滑

化
を
図
る
た
め
に
天
保
三
年
最
上
船
株
を
設
置
し
て
､
幕
府
直
差
配
制
に
テ
コ

入
れ
し
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
最
上
船
株
設
置
要
求
の
中
心
的
を
立
場
に
あ

っ
た
大
石
田
河
岸
荷
問

屋
船
持
商
人
は
､
天
保
六
年
に
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
仲
間

(
II
河
岸
冥
加
永
上

鍋
)
の
結
成
を
願
い
出
て
､
翌
七
年
三
二
人
の
員
数
を
も

っ
て
許
さ
れ
て
い

る
｡
こ
れ
以
後
無
株
の
者
に
は
､
荷
主
よ
り
差
し
向
け
る
商
人
荷
物
を
受
払
さ

(26
)

せ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
.

こ
の
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
仲
間
の
結
成
は
'
上
郷
の
特
産
物
生
産
地
域
に
お

け
る
新
河
岸
設
置
願
や
紅
花
積
荷
規
定
の
改
正
運
動
の
展
開
に
対
応
し
た
も
の

で
あ
る
｡
紅
花
積
荷
規
定
の
改
正
運
動
は
'
既
設
の
船
町
河
岸
荷
問
屋
が
行

っ

た
も
の
で
あ
る
が
'
天
保
期
以
前
に
も
'
こ
の
よ
う
を
既
存
の
紅
花
流
通
機
構

に
対
抗
す
る
動
き
は
多
数
指
摘
で
き
る
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
脇
道
ル
ー
ー
に
よ

(27
)

る
抜
荷
行
為
で
あ
-
､
対
抗
と
し
て
は
消
極
的
で
あ

っ
た
と
い
え
る
O
と
こ
ろ
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第 6表 舶 持 別 持 舶 数 (単位 腺)

天保13t安改6 船 持 名 村 名 天保 3 安改2 安政 3 安政 4 安政Si安政 6 万延1

4.8 - 長 兵 衛 大石田′′′′ノ′′′〟′′〟〟′′ノ′′′′′〟′′〟′′′′′′′′′′′′′′ノ′′′′′〟横 山′′′′′′〟′′東 根′′′′今 宿′′′′寺 沢 7 - - - - - -

3.4 1.8 兵右衛門 ら 4 2 2 2 2 2 ■

2.8 ･■..-- 徳右衛門 1 - -■..■.- -..-▲- -■･.･..-■. - -▲･..-■.

2.4 1.0 徳 兵 衛 2 1 1 1 1 1 1

9.0 6.6 久 兵 衛 3 5 5 4 4 4 4

7.4 - 与 忠 治 6 5 ･■-■.- -. -. - -

3.8 ll.2 清 書 7 9 9 9 8 8 8

2.8 2.8 俵 兵 待 4 3 3 3 3 3 3

2.0 1.0 甚右衛門 1 1 1 -■. 1 1 1

3.4 ･■･...- 安 助 1 ･--.▲.- ･.■- - ･-..■-..- ←- -

1.4 2.8 太 市 -.･...- 1 1 1 1 1 1

2.4 9.0 幸 助 - 7 6 8 8 8 8

6.2 ･■ll.-- 孫 市 -- ▲--- -.-. --.･.■. - ■-. --

2.8 - 卯 兵 衛 --. 1 1 - --..■ ■-I -

4.2 - 政 吉 - - - -.･.■. -- ■-I. -

1.0 - 定 吉 - - - - - --■- -

2.4 - 忠 治 郎 - - - - - - - I,

- - 長 助 -.･.--■ 1 1 1 1 1 1

- 2.4 喜 八 - 4 4 4 4 4 4

- 16.4 久 太 郎 - 15 14 12 12 12 12

- 2.8 清左南門 -.･...■- 4 4 3 3 - -

宗 助 1 1 1 1 1 1

- 3.8 喜 助 - 2 3 3 3 3● 3

- 6.2 与 市 郎 --. - 5 5 S 5 5

- 1.8 惣 書 - - - 1 1 1 1

2.4 - 間 之 助 3 1 1 - - - -
3.8 --.･...■. 与次兵術 4 - - - - -- 一■■-

- - 文 作 - 1 1 1 1 1 1

1.4 - 弥 作 - - -. - - - -

1.4 - 伝 之 助 - - - - - - --

-. - 郁 太 郎 - 1 1 1 1 1 1

1.0 -- 二二 士- lコ -.･.■- - ･■..-■- -.-- -. -.･.- -■

- 1.8 三 七 - 1 1 1 1 1 1

･-- - 文右衛門 ･-. -....-. 1 1 1 1 1

2.8 -■..■. 善 兵 荷 -- - - - --.･... -...-. -▲-

- - 久 兵 術 芦 沢 - 1 1 1 1 1 1

I- 孫 三 清 水 - 3 3 3 3 3 3

城米船高 ` (註) 天保13年 ｢最上代船酒田舟破船割妖帳｣
轟永 3年 ｢船方願書留｣

安政 2年 ｢廻状留｣,いずれ も山形大学附属図書館蔵二藤部文書 よ7)作成∩
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が
天
保
期
以
降
の
対
抗
形
態
は
､
新
河
岸
設
置
願
を
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
積

極
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
｡

天
保
三
年
'
野
田
村
の
名
主
前
田
新
蔵
は
､
野
田
河
岸
を
新
設
し

｢商
人
荷

(28
)

物
同
村
往
来
継
立
､
井
船
積
問
屋
｣

を
勤
め
た
い
と
東
根
代
官
所

へ
願
い
出

(29
)

た
｡
同
年
十
二
月
､
大
石
田
川
船
会
所

へ

｢船
方

二
面
差
障
り
無
之
哉
｣
の
問

合
せ
が
あ
っ
た
の
で
､
大
石
田
河
岸
船
持
荷
問
屋
十

1
人
が
会
所

へ
召
換
さ
れ

た
O
こ
の
時
ど
う
対
処
し
た
か
は
許
か
で
覆
い
が
､
翌
四
年
三
月
に
'
紅
花

･

青
苧
荷
物
は
'｢京
(初
)着
急
荷
物

二
而
弐
三
駄
ツ
､
も
買
取
荷
造
-
次
第
'
才

料
差
添
早
々
大
石
田
送
-

こ
相
成
候
間
､
留
置
候
様
威
儀
､
決
而
不
相
成

(中

略
)
紅
花

･
青
苧
ハ
勿
論
差
急
候
荷
物
野
田
村
二
而
蔵
人
い
た
し
壱
腹
成
ま
で

(30
)

留
置
､
乞
船
奉
願
上
候
両
､
酒
田
湊

へ
積
下
候
様
成
取
斗
決
而
不
相
成
｣
と
反

対
し
て
い
る
.

と
こ
ろ
が
天
保
四
年
六
月
､
東
根
附
郡
中
惣
代
横
尾
正
作
は
､
こ
の
度
野
田

｢訓
)

村
名
主
前
田
新
蔵
が

｢往
来
継
立
並
船
積
問
屋
｣
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
､

｢原
方
村

(中
略
)
〆
弐
拾
六
箇
村
､
其
外

(対
岸
)
谷
地
郷
よ
-
産
物

(32
)

商
荷
､
巳
釆
野
田
河
岸
江
差
出
可
申
旨
｣
の
廻
状
を
出
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
天

保
四
年
八
月
､
楯
岡

･
本
飯
田

･
土
生
田
の
三
宿
駅
間
屋

･
村
役
人
は
'
野
田

(那
)

河
岸
撤
廃
陳
情
を
尾
花
沢
代
官
所

へ
行
な
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
当
宿
駅
は

大
名
通
行
の
宿
役
負
担
の
代
償
と
し
て
商
荷
継
立
を
許
さ
れ
'
継
立
賃
銭
の
潤

益
を
も
っ
て
相
続
し
て
き
た
｡
し
か
る
に
野
田
に
新
河
岸
が
設
置
さ
れ
れ
ば
､

商
荷
継
立
が
な
-
夜
-
､
宿
駅
と
し
て
存
続
し
え
を
い
と
大
反
対
し
た
の
で
あ

る｡結
局
､

一
旦
許
可
さ
れ
た
野
田
新
河
岸
は
､
特
権
的
に
商
人
輸
送
を
許
可
せ

ら
れ
て
い
る
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
船
持
お
よ
び
楯
岡

･
本
飯
田

･
土
生
田
の
三

宿
駅
問
屋
の
大
反
対
に
会
い
､
取
り
止
め
と
覆
っ
た
｡
し
か
し
､
上
郷
特
産
物

生
産
地
域
は
'
そ
の
後
も
形
を
変
え
て
'
既
存
の
紅
花
流
通
ル
ー
ト

〔上
郷
-

(陸
送
)↓
大
石
田
河
岸
-
(水
運
)
↓
酒
田
湊
〕
に
対
抗
の
動
き
を
み
せ
る
｡

す
夜
わ
ち
'
天
保
十
四
年

｢御
改
革

二
付
､
御
国
益
其
外
奇
特
筋
有
之
候
待

(C,T)

者
可
中
上
旨
｣
の
勅
が
出
さ
れ
た
の
で
､
阿
部
能
登
守
領
楯
岡
村
名
主
九
左
衛

門
は
'
最
上
川
最
大
の
難
所
挙
上
に
二
般
'
境
ノ
目
に

一
般
'
計
三
膿
の
瀬
取

船
設
置
を
申
し
出
た
｡
瀬
取
-
の
条
件
は
'

｢当
御
支
配
所
御
廻
米
之
分
は
無

運
賃
｣､
｢外
御
支
配
郡
中
之
分
は
柏
茂
有
之
候
は
安
運
賃
｣
､
｢御
私
領
売
荷
巽

へ
.5し

ま
～

頼

二
任
せ
相
対
賃
銭
｣
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
頼
取
船
が
設
置
さ

れ
れ
ば
､
城
米
や
商
人
荷
の
破
船
が
を
-
怒
り
､
急
ぎ
荷
物
も
早
急
に
輸
送
さ

れ
､
諸
色
値
段
下
値
に
覆
る
と
い
う
の
で
あ
る
O
ま
た
し
て
も
こ
の
願
い
に
対

し
､
土
生
田

･
本
飯
田

･
大
石
田
の
問
屋
､
村
役
人
お
よ
び
船
方
惣
代
は
､
瀬

取
船
設
置
願
は
境
ノ
目
を
将
来
荷
揚
場

(=
河
岸
)
･
継
立
場

に
す
る
も
-
ろ

み
で
あ
ろ
う
と
大
反
対
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
山
形
-
天
童
卜
六
田
(宮
崎
)

I
楯
岡
-
(本
飯
田
)
土
生
田
-
大
石
田
-
酒
田
と
い
う
既
存
の
紅
花
荷
物
輸

送
ル
ー
ト
に
代
る
､
楯
岡
-
名
取
-
境
ノ
目
-
酒
田
と
い
う
新
ル
ー
ー
の
出
現

を
恐
れ
た
の
で
あ
る
｡
結
局
､
先
の
野
田
新
河
岸

1
件
と
同
様
に
強
取
船
設
置

(36
)

は
'
実
現
を
み
夜
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
最
上
川
最
大
の
難
所
に
破
船
防
止
策
と
し
て
提
案
さ
れ
た
瀬
取

船
設
置
は
､
既
存
の
特
権
的
輸
送
ル
ー
ト
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
天
保
期
以
降
船
町
河
岸
荷
問
屋
が
､
し
ば
し
ば

(37
)

願
い
出
た
三
難
所

(大
石
田
河
岸
の
す
ぐ
上
流
に
あ
る
)
の
割
堀
も
､
大
石
田
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(38
)

河
岸
荷
問
屋

お
よ
び
羽
州
街
道
六
宿
駅
の
反
対
に
あ
い
実
現
し
て
い
を
い
｡
三

難
所
の
割
堀
に
よ

っ
て
通
船
が
安
全
に
な
れ
ば
'
高
価
で
し
か
も
急
荷
で
あ
る

紅
花

･
青
苧
荷
物
の
上
郷
直
積
が
可
能
と
な
る
.
そ
う
覆
れ
ば
､
既
存
の
上
郷

-
(陸
送
)
l
大
石
田

-
(水
運
)
↓
酒
田

コ
ー
ス
が
存
続
で
き
を
-
覆
る
と
い
う

の
で
あ
る
｡
紅
花
荷
物
が
上
郷
か
ら
大
石
田
河
岸
ま
で
陸
送
さ
れ
た
も
う

一
つ

(39
)

の
理
由
は
､
六
～
九
月
の
最
上
川
の
渇
水
期
に
か
か
る
か
ら
で
も
あ
る
｡

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
'
寛
政
期
に
成
立
を
み
た
幕
府
直
差
配
制
は
､
化
政

期
以
降
､
紅
花
な
ど
の
農
村
加
工
業
の
展
開

･
地
域
的
分
業
の
形
成
-1
郡
内
に

お
け
る
米
穀
市
場
の
展
開
に
よ
る
米
穀
日
商
人
米
川
下
げ
の
減
少

お
よ
び
私
領

事
船
の
増
加
-
私
領
米
の
廻
米
強
化
に
よ
り
､
川
船
が
減
少
し
危
機
に
直
面
す

る
｡
天
保
期
に
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
船
持
商
人
を
中
心
と
す
る
最
上
船
株
を
設

定
し
て
川
船
の
減
少
に
対
応
し
'
さ
ら
に
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
株
を
許
し
て
､

一
定
の
商
人
荷
輸
送
を
確
保
さ
せ
､
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

前
述
の
よ
う
に
'
天
保
期
に
最
上
船
株

･
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
株
を
設
定
し

て
幕
府
直
差
配
制
の
危
機
に
対
応
す
る
が
'
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
を
い
｡
す

な
わ
ち
'

嘉
永
期
に
至

っ
て
も

夜

か
最
上
船
株
は
定
数

(八
二
捜
)

に
満
た

(40
)

ず
'
幕
府
は
盛
ん
に
増
船
を
命
じ
て
い
る
.

こ
れ
に

対
し

最
上
船
持

荷
問
屋

は
'
弘
化
四
年
館
林
藩

(秋
元
氏
)
羽
州
領

の
年
貢
米
酒
田
下
し
に
使
用
す
る

手
槍
六
㌧
七
腹
新
造
願
に
反
対
し
た
際
'
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
｡

(前
略
)
去

ル
文
政
七
申
年
当
川
船
方
御
話
合
田
口
五
郎
左
衛
門
様
御
手
代

加
々
爪
弥
八
郎
殿
舟
方
御
礼
夜
-
堀
田
備
中
守
様
御
役
人
中
江
御
達

IIrE
御

手
槍
拾
腹

御
造
立
被
成
候
趣
'

同
所
御
役
人
中
よ
-

私
共
江

御
達
有
之

ニ

(
マ
マ
)

付
'
御
欺
可
奉
申
上
候
と
存
罷
在
候
処
'
文
政
十

一
子
年
御
収
納
米
増
増
候

由

二
両
筒
又
十
娘
御
道
立
被
成
度
段
'
当
川
船
御
役
所
江
御
掛
合
船
方
故
障

御
礼
之
潮
'
達
々
難
渋
申
立
候
次
第
､
万
治
三
子
年
山
形
御
領
主
松
平
下
総

守
様
'
延
宝
九
酉
年
奥
平
美
作
守
様
､
元
疎
十
四
巳
年
堀
田
伊
豆
守
様
御
手

槍
拾
娘

ツ
､
追
々
御
造
立
被
成
候
間
'
大
石
田
村
相
続

二
障
り
難
渋
之
趣
､

其
都
度
御
歎
申
上
候
処
､
右
船
大
石
田
村

へ
御
下
被
成
下
'
其
後
米
沢
様
御

手
給
水
主
御
召
抱

二
付
､
給
金
せ
-
上
'
町
姶
難
儀
之
筋
聞
候
'
水
主
御
召

抱
御
見
合

(中
略
)
'

額
叉
拾
親
御
打
立

二
相
成
候
而
者
船
方
相
続
難
行
立

二
付
､
御
差
止
相
成
候
得
共
､
文
政
七
申
年
御
道
立
之
拾
捜
者
其
健

二
而
被

差
置
候

二
付
'
商
人
共
川
下
船
年
増
相
減
'
私
共
渡
世
自
然
と
薄
-
棄
成
､

水
主
給
金
年
毎
せ
り
上
､
九

二
召
抱
候
舟
稀

二
而
御
用
船
並
通
船
之
都
度
差

掛
り
農
村
不
馴
之
も
の
相
雇

二
付
､
時
々
差
支
ひ
難
破
船
も
度
々
出
来
､
其

上
私
共
よ
り
相
渡
供
水
主
給
金
之
外
船
頭
手
元
よ
-
呉
増
と
唱
ひ
水
主
壱
人

二
付
金
弐
両
余
不
達
候
両
者
召
抱
兼
候
様
相
成
'
以
前
者
右
横
之
儀
決
而
無

之
､
脚
之
運
賃
よ
-
運
送
中
諸
雑
費
等
相
払
候
得
者
､
右
奥
増
金
之
分
持
出

二
相
成
'
借
用
而
己
相
嵩
必
至
と
困
窮
仕
詰
､
舟
持
共
江
も
不
勘
定

二
付
､

(文
政
七
)

銘
々
仕
当
合
兼
申

年己釆
廿
五
腹
程
減
船
仕
'
他
村
之
船
持
追
々
潰

こおよ

ひ
大
石
田
村
之
儀
者
前
奉
申
上
侯
村
方

二
御
座
候
間
､
乍
難
渋
打
続
嚢
在
債

分
当
時
六
拾
六
腹
､
看
棟
減
船
仕
候
儀
者
御
手
船
御
道
立
船
持
渡
世
衰
微
敏

之
義
と
欺
敷
存
栗
在
供
処
'今
般
但
馬
守
様
御
手
船
御
道
立
相
成
候

ハ
､
'
備
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中
守
様
者
不
及
申
諸
向
様
追
々
御
造
船
出
来
候
者
眼
前
､
売
米
等
も
御
収
納

米
名
目
を
以
川
下
相
成
候
哉

二
両
'
此
上
商
人
共
米
穀
川
下
相
滅
候
而

ハ
弥(41

)

増
難
渋
相
常
連
も
相
続
可
仕
様
無
之
､
船
頭
共
之
儀
も
船
稼
相
止
候
外
無
之

(以
下
略
)

と
い
い
､
私
領
事
船
が
増
加
す
れ
ば
種
々
の
点
で
町
船
経
営
を
圧
迫
す
る
の
で

私
領
事
船
の
新
造
に
は
反
対
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
O
す
な
わ
ち
'
｢商
人

共
川
下
船
年
増
相
減
､

私
共
渡
世
自
然
と
薄
-
窮
成
､
水
主
給
金
年
毎

せ
-

(文
政
七
)

上
､
(中
略
)
銘
々
仕
当
合
兼
､
申

年

巳

釆

甘
五
般
程
減
船
仕
､

他
村
之
船
持

迫
々
潰
｣
れ
､
大
石
田
河
岸
附
近
の
船
拝
が
か
ろ
う
じ
て
存
続
し
て
い
る
に
過

ぎ
を
い
O

こ
の
よ
う
な
減
船
は
､

私
領
手
船
の
増
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

し
'
手
船
新
造
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
と
-
に
私
領
事
船
に

｢売
米

等
も
御
収
納
米
名
目
を
以
川
下
相
成
哉

二
両
此
上
商
人
共
米
穀
川
下
相
減
候
而

ハ
弥
増
難
渋
相
嵩
通
も
相
続
｣
し
え
覆
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

嘉
永
二
年
､

最
上
船
持
は

私
領
事
船
の
み
覆
ら
ず

最
上
船
株
定
数

(八
二

線
)
確
保
の
増
船
督
促
に
も
反
対
す
る
に
至
る
｡
す
な
わ
ち
､

(前
略
)
①
私
領
御
川
下
之
私
領
御
米
御
川
下
之
分
御
払

二
相
成
商
人
男
積

嚢
成
候

二
付
'
当
年

(嘉
永
二
)
杯
之
儀
者
稀
威
儀

二
両
明
年
よ
-
者
如
何

相
成
候
哉
不
安
心
二
御
座
候
処
､
④
前
書
被
仰
渡
増
船
道
立
相
成
候
而

ハ
新

規
船
頭
水
主
相
雇
弥
相
増
難
渋
相
嵩
'
且
緑
々
農
村
よ
-
不
馴
之
も
の
相
雇

候
様
相
成
候
両

ハ
大
切
之
御
用
船
難
破
船
等
出
来
候

ハ
､
第

1
対
御
上
様
江

恐
多
舟
方

ハ
勿
論
郡
中

二
市
も
不
益
之
儀
眼
前

二
奉
存
供
､
依
之
百
姓
船
持

挙
而
相
歎
'
然
者
是
迄
持
釆
係
船
々
恐
及
潰

1
同
退
転
常
在
'
何
共
歎
ケ
敷

次
第
奉
存
候
'
④
尤
新
規
造
船
者
御
通
船
相
勤
候
故
'
諸
家
様
御
手
船
と

ハ

相
違
候
得
共
水
主
相
増
候
而
者
是
迄
持
釆
係
船
々
天
文
滅
入
仕
船
々
水
主
召

抱
兼
備

ハ
､
御
用
船
御
差
支
相
成
候
者
暦
然
､
恐
多
御
儀
と
存
候
､
④
且
来

春
者
御
廻
米
御
川
下
別
而
多
分
御
座
候
趣

二
付
'
前
段
新
規
道
立
船
成
丈
精

出
御
用
船
相
動
侯
様
可
致
旨
被
仰
渡
候
得
共
､
天
保
十

一
子
年
御
川
下
御
廻

米
高
凡
拾
万
俵
余
有
之
候
節
も
無
差
支
御
用
船
相
勤
候
儀

二
奉
存
候
'
④
筒

又
近
年
諸
家
様
方
御
場
所
菅
等

二
付
而
者
御
料
所
御
廻
米
御
川
下
御
高
減
少

二
可
相
成
と
奉
推
察
候
､
左
候
得
者
当
時
有
船
六
十
九
娩

二
両
弐
香
川
迄

ニ

ハ
急
度
無
差
支
御
米
積
請
可
申
候
､
且
時
宜

二
寄
御
米
高
相
増
候
節
者

一
同

相
談
之
上
御
差
支
不
相
成
様
急
度
御
奉
公
可
任
侠
'
⑥
且
只
今
新
規
四
五
般

出
来
候
迫
壱
番
川
下
皆
積

二
者
迫
も
不
相
成
儀

二
付
'
前
書
新
規
造
船
之
儀

御
申
渡
御
免
井
久
太
郎
よ
-
届
出
之
五
人
乗
五
般
新
規
道
立
之
儀
者
御
差
止

被
仰
付
､
是
迄
有
来
係
船
々
二
而
御
用
通
船
相
勤
候
様
被
成
下
度
百
姓
船
持

(24
)

一
同
必
至
と
御
欺
願
奉
申
上
候

(以
下
略
)

と
返
答
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
①
私
領
米
の
地
払
い
如
何
に
よ
-
商
人
荷
高

が
左
右
す
る
が
見
通
し
が
つ
か
な
い
｡
㊤

･
④
増
船
す
れ
ば
新
規
に
船
頭

･
水

主
労
働
力
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
か
ら
近
在
の
農

村
の
不
馴
れ
の
者
を
雇
う
こ
と
に
な
り
破
船
の
恐
れ
も
あ
る
｡
④

･
㊥
城
米
川

下
高
の
多
少
日
暮
府
直
轄
領
の
増
減
と
城
米
船
高
の
関
連
か
ら
今
後
現
在
有
船

の
六
九
線
を
も

っ
て
二
番
川
下
げ
で
す
む
よ
う
に
を
る
だ
ろ
う
0
も
し
城
米
川

下
げ
高
に

増
減
が
あ

っ
て
も
相
談
の
上
川
下
げ
に
差
し

支
え
を
い
よ
う
に
す

る
｡
⑥
以
上
の
点
か
ら
'
新
規
に
四
､
五
般
増
船
し
た
と
こ
ろ
で

一
番
川
下
げ

だ
け
で
川
下
げ
が
す
む
わ
け
で
は
な
い
か
ら
現
在
有
給
の
六
九
般

(株
船
の
八

四

･
一
発
)
に
て
御
用
通
船
=
城
米
輸
送
に
当
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
の
で
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あ
る
｡

(43
)

こ
の
よ
う
に
文
政
期
以
降
の
私
領
手
船
の
増
造
-

廻
米
強
化
策
に
伴
う
船

BIE!刑

頭

･
水
主
給
金
の
上
昇
､
よ
り
積
極
的
に
は
商
人
荷
高
の
城
米
高
の
ア
ン
バ
ラ

(45
)

ン
ス
に
よ
-
最
上
船
高
の
減
少
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
天
保
期
以
降
'
最
上
船

が
大
石
田
河
岸
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
が

(第
6
表
参
照
)
､

か
か
る
事
実
は

大
石
田
河
岸
に
商
人
荷
輸
送
上
重
要
を
機
能
を
有
す
る
河
岸
荷
問
屋
が
多
数
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
船
持
経
営
存
続
の
い
か
ん
が
､
商
人

荷
輸
送
に
あ
-
つ
け
る
機
会
の
多
少
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

(46
)

あ
る
｡

幕
府
は
'
今
後
商
人
荷
高
の
増
大
を
期
待
出
来
ぬ
以
上
'
最
上
船
の
増
道
が

困
難
で
あ
る
と
み
て
､
嘉
永
期
に
至

っ
て
､

｢
一
､
御
廻
米
川
下
之
義
､
最
上

･
酒
田
両
船
方

二
而
半
石
ツ
ツ
積
諸
侯
仕

来
之
処
､
最
上
着
船
数
無
数
三
番
川
下
相
成
候
節

ハ
'
酒
田
船
江
理
解
申
開
､

同
所
弐
番
川
余
船
を
以
為
積
請
､
可
成
丈
三
番
川
下
不
相
成
横
取
計
申
候

(以

(47
)

下
略
)
｣
と
し
'
代
船
に
よ
る
城
米
川
下
げ
を
合
法
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡

ま
た
上
郷
船
町
河
岸
荷
問
屋
に
よ
る
紅
花
積
荷
規
定
の
改
正
運
動
は
､
嘉
永

期
に
'

一
､
船
町
よ
-
紅
花
丸
積

ハ
不
致
､
壱
ヶ
年
百
四
拾
五
駄
迄
ハ
勘
弁
'
尤
壱

(48
)

駄

二
付
'
銭
三
百
文
ツ
､
宿
方
江
差
出
候

(以
下
略
)

と
あ
る
よ
う
に
条
件
付
で
は
あ
る
が
成
功
し
て
い
る
.

五

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
､
寛
政
期
に
成
立
を
み
た
最
上
船
の
幕
府
直
差
配
制

は
､
化
政
期
以
降
の
地
域
的
分
業
の
形
成
と
私
領
米
の
廻
米
強
化
策
に
よ
-
､

近
世
中
期
ま
で
最
大
の
商
人
荷
で
あ

っ
た
米
穀
の
川
下
げ
が
激
減
し
､
川
船
の

減
少
と
覆
り
危
機
に
直
面
す
る
｡
幕
府
は
天
保
期
に
最
上
船
株

･
大
石
田
河
岸

荷
問
屋
株
を
設
定
し
て
危
機
に
対
応
し
た
が
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
.
寡

永
期
以
降
は
､
幕
末
期
の
経
済
混
乱
等
も
あ

っ
て
次
第
に
有
力
船
持
河
岸
荷
問

屋
層
に
最
上
船
が
集
中
し
､
彼
ら
は
明
治
初
年
に
上
か
ら
設
立
せ
ら
れ
る
通
船

(49
)

会
社

へ
吸
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
最
上
川
水
運
の
近
代
化
と
､
本
稿
で
充
分

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
を
か
っ
た
'
村
山
地
方
に
お
け
る
商
品
生
産

･

流
通
と
く
に
米
穀
流
通
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
今
後
引
続
き
研
究
し
て
行
き
た

い
.〔註

〕(-
)

横
山
昭
男
氏

｢近
世
中
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
一
考
察
1
寛

政
四
年
'
幕
府
直
営
大
石
田
田
川
舟
役
所
の
設
置
を
中
心
と
し
て
-
｣

(
『
歴
史
の
研
究
』
10
)
0

(
2
)

『
酒
田
市
史
』
上

一
八
六
-
七
ペ
ー
ジ
｡
『
酒
田
市
史
年
表
』
｡

正
徳
六
年

｢寓
覚
日
記
｣
山
形
大
学
附
属
図
書
館

二
藤
部
文
書
｡
｢
最
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上
川
船
雑
記
｣
二
藤
部
文
書
｡

(3
)

横
山
氏
前
掲
論
文

二
七
ペ
ー
ジ
｡

(
4
)

横
山
氏
前
掲
論
文

･
｢
宝
暦

･
天
明
期
最
上
川
流
域

に
お
け
る
経

済
構
造
の
変
動
｣
(
『
歴
史
学
研
究
』

第
三
〇
四
号

)･｢宝
暦

･
天
明

期
に
お
け
る
最
上
川
船
差
配
役
制
の
展
開
｣
(
『
歴
史
』

第
三
〇
･
三

一
緒
)
･
｢近
世
初
期
西
廻
海
運
の
発
達
に
関
す
る

諸
問
題
｣
(
『
東
北

水
運
史
の
研
究
』
)
｡

(
5
)

梅
津
保

一
･
高
橋
裕
子

｢
近
世
幕
府
直
轄
領
に
お
け
る
租
税
制
度

-
羽
州
村
山
郡
を
中
心
に
-
｣
(
『
山
大
史
学
』

第
3
号
)

四
五
-

四

七
ペ
ー
ジ
｡

(
6
)

『
北
村
山
郡
史
』
下
巻

六
三
ペ
ー
ジ
｡

(
7
)

鈴
木
直
二

『
増
味
江
戸
に
お
け
る
米
取
引
の
研
究
』

六
三
ペ
ー
ジ
｡

(
8
)

寛
政
期
に
お
け
る
米
沢
薄
手
船
の
増
造
計
画
は
'
寛
政
改
革
の

一

環
と
し
て
の
領
主
米
穀
輸
送
の
強
化
策
で
も
あ

っ
た
｡
横
山
氏
前
掲
論

文

『
歴
史
の
研
究
』
1〇

四
六
ペ
ー
ジ
｡

(
9
)

右
同

四
四
ペ
ー
ジ
｡

(
10
)

明
和
初
年
か
ら
寛
政
期
に
お
け
る
最
上
川
下
げ
内
陸
諸
藩
米
-
蔵

元
入
高
と
最
上
商
人
米
お
よ
び
雑
穀
-1
問
屋
入
高
の
酒
田
沖
出
高
の
推

移
を
み
る
と
､
蔵
元
繰
入
高
の
各
期
年
平
均
量
は
､
明
和
期
八
四
､
二

二
二
俵
'
安
永
期
七
四

｡
〇
六
俵
､
天
明
期
四
四
､
八
五
七
俵
､
寛
政

期
七
二
､
三
四
五
位
で
あ
る
O
天
明
期
に
半
減
し
て
い
る
の
は
､
天
明

三
年
の
凶
作
の
影
響
が
五
年
ま
で
続
い
た
た
め
で
あ
る
｡
ま
た
問
屋
入

高
の
最
上
米
は
､
明
和

一
～
五
年
に
八
万
-
三
万
俵
余
､
そ
の
後
は
多

-
て
三
万
台
､
大
部
分
は

一
万
台
に
減
少
す
る
｡
逆
に
最
上
雑
穀

(大

豆

･
小
豆

･
小
麦
)
は
､
三
万
台
か
ら
四
万
-
六
万
俵
余
に
増
加
し
て

い
る
.
以
上
の
点
か
ら
､
商
人
荷
高
-
問
屋
入
高
は
'
天
明
期
の
凶
作

時
を
除
け
ば
減
少
し
て
い
を
S
.
(
『
酒
田
市
史
』
史
料
篇
三

八
九
〇

1
九

一
四
ペ
ー
ジ
)
.

(
11
)
･
(
12
)

寛
政
九
年

｢川
舟
方
御
役
所
演
説
書
井
口
連
番
｣
二
藤
部

文
書
｡

(
13
)

『
東
村
山
郡
史
』
三

二
三
五
ペ
ー
ジ
｡

(
14
)

拙
稿

｢近
世
後
期
に
お
け
る

最
上
川
水
運
の

一
考
察
｣
(
『
山
大

史
学
』
第
二
号
)
二
四
ペ
ー
ジ
｡

(
15
)

拙
稿
前
掲
論
文

二
七
ペ
ー
ジ
｡

合
替
船
と
は
､
｢古
船

二
相
成
修

復
難
相
成
節
､
取
崩
板
差
加
道
立
い
た
し
候
迄
､
合
替
船
と
唱
｣
え
た

も
の
で
あ
る
｡
幕
府
の
合
香
船

･
新
造
船
奨
励
策
は
､
城
米
輸
送
に
当

る
五
人
乗

･
四
人
乗
船
に
対
し
て
行
覆
わ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡

三
人
乗
船

(小
船

･
番
船

･
尊
者
船
)
に
対
し
て
は
'
制
限
的
で
あ

っ

た
の
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
､

三
人
乗
船

に
つ
い
て
は
､
｢勝
手
次
第
道

立
為
致
候
両
者
､
五
人
釆

･
四
人
乗
船
稼
万
障

二
相
成
候

二
付
'
船
方

故
障
有
無
相
札
差
障
無
之
候
｣
時
に
限
る
と
い
う
の
で
あ
る

(『
北
村
山

郡
史
』
下
巻
六
三
四

1
六
三
五
ペ
ー
ジ
)
0

(
16
)

城
米
輸
送
に
あ
た
る
五
人
乗

(米
三
五
〇
俵
積
)
･
四
人
乗

(栄

二
五
〇
俵
積
)
の
両
船
数
を
四
人
乗
船
に
換
算

(
五
人
乗

一
腹
を

l
･

四
肢
と
す
る
)
し
た
も
の
が
､
城
米
船
高
で
あ
る
｡
因
み
に
'
五
人
乗

船
と
は
､
船
頭

一
人
'
水
主
四
人
が
乗
-
組
む
船
で
あ
る
が
､
こ
れ
で
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も

っ
て
船
の
大
き
さ

(積
載
量
)
を
示
す
｡

(
17
)

前
掲

｢川
舟
方
御
役
所
演
説
書
井
口
達
書
｣
｡

(
18
)

嘉
永
二
年

｢船
方
願
書
留
｣
二
藤
部
文
書
｡

(
19
)

『
東
村
山
郡
史
』
四

二
七

一
-

二
七
八
ペ
ー
ジ
｡

(
20
)～
(23
)

前
掲

｢船
方
斬
書
留
｣

(
24
)

天
保
三
年

｢覚
｣
二
藤
部
文
書
｡

(
25
)

文
化
期
以
降
'
最
上
船
拝
眉
は
'
大
石
田
河
岸
附
近
に
集
中
し
て

い
る
O
こ
の
こ
と
は
､
寛
政
四
年
に
大
石
田
河
岸

へ
幕
府
直
営
川
船
方

役
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
文
化
十

一
年
に
大

石
田
河
岸
荷
問
屋
船
持
商
人

一
八
名
は
､
商
人
仲
間
を
結
成
し
て
い
る

(拙
稿
前
掲
論
文

二
六
1
二
七
ペ
ー
ジ
)
0

(
26
)

天
保
六
年
'
清
川
河
岸
荷
問
屋
と
結
託
し
て
'
加
茂

･
酒
田
出
荷

(塩
荷
)
の
陸
送
荷
物
を
清
川
河
岸
か
ら
最
上
帰
船
に
積
荷
す
る
議
定

を
取
-
替
わ
し
て
い
る
｡
翌
七
年
に
は
､
従
来
の
大
石
田

･
仙
台
行

ル

ー
ト

(関
山
経
由

･
軽
井
沢
経
由
)
に
代
わ
る
新

ル
ー
ト

(寒
風
沢
経

由
)
を
開
発
し
て
､
仙
台
城
下
商
人
と
結
び
つ
-
0

仙
台
行
荷
物
議
定

一
､
今
般
仙
台
御
城
下
商
人

衆
中
上
方

仕
入
荷
物

酒
田
廻
シ
最
上
川
為

(大
石
田
)

登
'
上
郷
揚
ケ
ニ
相
成
居
候
処
､

(中
略
)

当

河

岸

揚

二
而
寒
風
沢
越

二
而
御
城
下
江
駄
送
約
定
承
久
御
取
結

御
取
斗
被
下
'
(中
略
)

荷
物

相
通
し
候
得
者
'
郡
益

二
相
成
候
儀

二
付
､
相
成
丈
駄
送
仕
'
猶
行
沢

村
新
道
勿
論
新
規
之
荷
物

二
付
､
大
切

二
差
送
候
様
､
可
申
開
候
､
為

後
日
之
連
印
依
而
如
件

天
保
七
年
申
七
月

大
石
田
村
柏
倉
附
名
主

四
日
町
百
姓
代

本
町
組
頭

･
問
屋

大
石
田
村
名
主

問
屋
代

行
沢
村

御
役
所
詰

松
之
助
殿

安

三

郎
⑳

五

郎

八
⑲

太

右

衛

門
⑲

土
屋
儀
兵
衛
⑳

久

太

郎
⑳

右
者
今
般
仙
台
御
城
下
行
荷
物
寒
風
沢
越

二
両
駄
送
方
之
儀
､
前
粂
之
通

御
議
定
被
下
恭
仕
合
奉
存
候
､
然

ル
上
者
酒
田
湊
よ
り
荷
物
着
岸
井
当
所

よ
-
継
送
之
時
々
荷
数
取
調

御
届
可
申
上
候
'

着
荷
物
論
払
方

之
儀

二

付
､
御
役
方

へ
堺
御
苦
労
相
掛
ケ
串
間
舗
候
､
依
之
継
添
書
付
差
出
申
処

如

件

天
保
七
年
申
七
月

(富
樫

)

本
町
荷
間
屋

久

兵

衛
⑳

へこ鹿
部
)

四
日
町
同

兵

右

衛

門
⑳

大
石
田
四
ケ
町

御
名
主
中

御
役
人
中

こ
の
よ
う
に
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
船
持
商
人
は
､
新

ル
1
-
の
開
発
や
仲

間
結
成
等
を
通
し
て
'
商
人
荷
の
確
保
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
O

(
2
)

上
郷

1
(陸
送
)
1
大
石
田

-
(水
運
)
↓
酒
田

コ
ー
ス
(紅
花
荷
物
)

に
対
し
､
上
郷
谷
地
-
(陸
送

･
脇
道
川
西
通
-
)
↓
横
山

-
(水
運
)
↓

酒
田
の
脇
道

コ
ー
ス
経
由
を
試
み
た
谷
地
商
人

(享
和
二
年

･
文
化
二
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年
)
や
山
形
商
人

(文
化
三
年
)
と
大
石
田

･
羽
州
街
道
宿
駅
問
屋
の

紛
争
'
天
保
二
年
の
寺
津
河
岸
松
や
に

川
下
げ

一
件
'

翌
三
年
の
寺

津

･
船
町

･
長
崎
の
小
鵜
飼
船

一
件
な
ど
で
あ
る
｡
(抽
稿
前
掲
論
文

二
九
-
三

1
ペ
ー
ジ
O)

(
28
)

天
保
三
年

｢乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
｣
二
藤
部
文
書
｡

(
29
)

天
保
三
年

｢覚
｣
二
藤
部
文
書
｡

(
30
)

天
保
四
年

｢乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
｣
二
藤
部
文
書
｡

(
31
)
･
(32
)

『
北
村
山
郡
史
』

下
巻

四
三
四
-
四
三
五
ペ
ー
ジ
｡

(
33
)

『
北
村
山
郡
史
』
下
巻

四
三
七
-
四
四
〇
ペ
ー
ジ
｡

(34
)

･
(
35
)

『
北
村
山
郡
史
』
下
巻

五
〇
九
-
五

一
三
ペ
ー
ジ
｡

(
36

)
･
(
37
)

前
掲

｢船
方
願
書
留
｣
｡

(
38
)

船
町
河
岸
荷
問
屋
は
'
山
形
商
人
を
背
景
に
､
▲天
保
七
年
､
酒
田

横
合
問
屋
の
不
正

(過
荷
物
)
を
指
摘
し
､
酒
田
湊
に
三
間
屋

(阿
部

孫
七

･
阿
部
三
右
衛
門

･
阿
部
孫
市
)

出
張
所
を
設
置
し
た
｡
(
工
藤

定
雄
教
授
提
供
史
料

･
弘
化
二
年

｢請
合
類
衆
｣
)
｡
酒
田
湊
三
間
屋
出

張
所
は
'

｢商
人
共
諸
荷
物
等
上
下
共

二
船
方
運
賃
金
香
南

二
付
永
五

拾
七
文
三
分
井

二
壱
歩

二
付
銀
七
文
ツ
､
新
規
取
之
､
右
之
分

ハ
問
屋

売
附
白
線
江
組
込
候

二
付
'
見
積
る
内

ハ
七
百
両
余
も

可
相
成
｣
(天

保

一
三
年

｢船
町
寺
津
河
岸
出
入
済
口
証
文
｣
船
町
村
有
文
書
)

さ
ら
に
天
保
十

一
年
に
は
､
最
上
川
三
難
所
の
掘
割
を
計
画
し
､
紅

花
荷
物
の
上
郷
直
積
運
動
を
起
す
｡
こ
の
よ
う
な
船
町
河
岸
荷
問
屋
の

専
横
に
対
し
て
､
酒
田
横
合
問
屋

･
寺
津
河
岸
荷
問
屋

･
郡
中
惣
代
お

よ
び
羽
州
街
道
六
宿
駅
の
猛
烈
を
反
対
が
超
-
'
天
保
改
革
期
の
河
岸

制
限
撤
廃
令
に
よ
-
､
酒
田
湊
三
間
屋
出
張
所
は
廃
止
さ
れ
た

(天
保

一
三
年
)
｡
し
か
し
､
酒
田
か
ら
の
山
形
行
荷
物
は
､

以
後
船
町
揚
と

し
､
寺
津
接
は
山
寺
行
荷
物
に
限
る
と
内
済
し
た
点
に
注
意
し
た
い
｡

す
夜
わ
ち
､
船
町
河
岸
荷
問
屋
は
､
山
形
商
人
と
の
結
び
つ
き
を

一
層

強
-
し
､
弘
化
二
年
､
酒
田
湊
増
口
銭
排
除
を
含
む
酒
田
出
山
形
行
荷

物
を
積
む
新
船
五
〇
線
道
立
し
た
い
と
酒
田
川
舟
方
に
掛
合
に
及
ぶ
｡

船
町
河
岸
荷
問
屋
や
大
石
田
河
岸
荷
問
屋
の
背
景
と
も
い
う
べ
-
山
形

市
場
に
つ
い
て
､
郡
中
惣
代
片
桐
善
左
衛
門

(漆
山
附
)
は
､
天
保
期

に
次
の
如
-
述
べ
て
い
る
｡

｢家
数
凡
六
七
千
軒
有
之
大
場

二
付
'
看
町
々
の
も
の
と
も
は
何
れ
も

農
業
耕
作
等
不
仕
'
商
ひ

一
途
の
も
の
ど
も
而
己
に
て
､
村
山
郡
の
商

人
数
よ
-
も
山
形
町
壱
ヶ
所
の
商
人
は
十
倍
も
多
-
､
(中
略
)

奥
羽

仙
台
辺

･
三
春

･
白
石

･
伊
達
郡

･
羽
州
置
賜
郡
米
沢
､
或
は
越
後

･

最
番
の
商
人
ど
も
平
常
入
込
'
諸
品
売
買
任
侠
土
地
柄
に
て
､
村
山
郡

在
々
町
々
村
々
商
人
共
も
酒
田
湊

へ
罷
趣
､
仕
入
い
た
し
候
も
の
は
稀

に
て
､
大
概
は
山
形
町
江
罷
出
､
仕
入
方
仕
候
義
に
有
之
､
酒
田
湊
よ

-
村
山
郡
江
登
-
物
荷
物
'
凡
七
八
分
通
も

山
形
行
に
可
有
之
'
(以

下
略
)
o｣
(前
掲

『
大
石
田
町
誌
』
二

一
八
-
二

l
九
ペ
ー
ジ
)
0

(39
)

紅
花
流
通
に
つ
い
て
は
､
拙
稿

｢近
世
後
期
に
お
け
る
東
北

･
関

乗
の
紅
花
流
通
の

一
考
察
-
嘉
永

･
安
政
期
の
紅
花
打
越
荷
物

一
件
を

中
心
に
-
｣
(
『
歴
史
の
研
究
』
11
)
を
参
照
さ
れ
た
い
O

(
40
)
～

(
42
)

前
掲

｢船
方
願
書
留
｣

(43
)
青
木
美
智
男
氏

｢佐
倉
藩
羽
州
領
の
廻
米
を
め
ぐ
る
諸
問
題
-
莱
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末
期
'
最
上
川
水
運
と

酒
田
米
穀
市
場
の
関
連
か
ら

-
｣
(
『
歴
史
』

第
二
七
輯
)
､
館
林
藩

(秋
元
氏
)

羽
州
領
の
廻
米
関
係
史
料
-
嘉
永

六
～
安
政
三
年

-
(
『
酒
田
市
史
』

史
料
篇
三

一
五
七
1
二
三

一
ペ

ー
ジ
)
0

(
44
)

水
主
給
金
の
上
昇
に
つ
い
て
は
､
農
村
加
工
業
の
展
開

･
労
働
力

市
場
の
問
題
等
の
分
析
を

通
し
て
追
求
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
｡

船

頭

･
水
主
は
技
術
労
働
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
酒
田
船
の
引
き
抜
き
な
ど

も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
-
､
文
久
二
年
に
､

一
㌧
船
頭
水
主
抱
入
方
之
儀
へ
前
々
者
勝
手
次
第
何
方

二
而
も
召
抱
釆

候
処
､
右

二
而
者
差
支
之
義
有
之
､
酒
田
船

ハ
同
所

二
両
抱
入
'
最

上
よ
り

ハ

一
切
不
抱
入
､

最
上
船
持
共
俵
も

同
様
最
上
内

二
両
抱

入
'
酒
田
よ
-
者
不
抱
入

(以
下
略
)
(
『
北
村
山
郡
史
』
下
巻

六
三
七
ペ
ー
ジ
)
と
協
定
し
て
い
る
o

(45
)

よ
-
具
体
的
に
い
え
ば
､
商
人
荷
高
の
減
少
が
あ

っ
て
も
城
米
高

に
変
化
が
を
-
､
し
か
も
商
人
荷
の
多
少
に
船
数
が
規
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
城
米
輸
送
に
支
障
を
き
た
す
｡

(46
)

商
品
経
済
の
発
展
に
よ
-
､
商
業
と
運
輸
業
が
分
化
し
っ
つ
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(47
)
･
(48
)

『
北
村
山
郡
史
』
下
巻
六
三
三
ペ
ー
ジ
以
下
｡

(49
)

明
治
八
年

｢最
上
川
貨
物
回
漕
取
扱
申
合
規
則
｣
二
藤
部
文
書
｡

(附
記
)

本
稿
は
山
形
大
学

(昭
和
三
九
年
)
卒
業
論
文
を
骨
子
と
し
'
後
日
補
筆
訂

正
し
た
も
の
で
あ
る
｡
成
稿
に
あ
た

っ
て
は
'
山
形
大
学
工
藤
定
雄
教
授
を
は

じ
め
'
最
上
川
水
運
史
研
究
会
の
横
山
昭
男
先
生
'
鈴
木
高
弘
学
兄
に
い
ろ
い

ろ
と
御
世
話
に
怒

っ
た
o
厚
-
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
｡
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